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＜特別講演＞ 今後の金融行政について 

 

金融庁長官 

遠藤俊英氏 

 

デジタライゼーションの加速、人口減少や高齢化の進展、低金利環境の長期化等、金融

を取り巻く環境は大きく変化している。 
こうした変革期において、金融行政の目的である「企業・経済の持続的成長と安定的な資

産形成等による国民の厚生の増大」を達成していくため、金融庁は、①デジタライゼーション

の加速的な進展への対応、②家計の安定的な資産形成の推進、③活力ある資本市場の実

現と市場の公正性・透明性の確保、④金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の

確保、⑤顧客の信頼感・安心感の確保、⑥世界共通の課題の解決への貢献及び当局間の

ネットワーク・協力の強化、⑦金融当局・金融行政運営の改革を通じて、「金融育成庁」とし

て、金融サービスの向上に取り組んでいる。 
今回の講演では、今後の金融行政について、全体の方向性を示すとともに、人生 100 年

時代を迎える中、家計の安定的な資産形成に向けた環境の整備、そしてその前提として、

どのように活力ある資本市場を実現するか等について説明したい。 
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